
【運用期間】令和3年6月1日～令和4年5月31日

【 改訂日 】令和3年6月1日

70期

株式会社 木村組
発行日：令和4年7月10日



■ 事業概要（対象範囲） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

■ 実施体制 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

■ 環境経営方針 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

■ 環境経営目標 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

■ 環境経営計画 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

■ 次年度環境経営計画 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

■ 環境経営目標の実績 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

環境経営目標実績グラフによる分析 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

■ 取組結果とその評価・次年度の取組内容 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

環境経営目標への取組状況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 8-1 ①-④

■ 環境上の緊急事態への準備及び対応及び手順 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

緊急事態の対応に関する訓練の実施 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 9-1

■ 環境関連法規等の遵守状況のチェック結果 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

■ 代表者による全体評価と見直し ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 11

6

1

2

3

7-1

4

5

10

7

9

8

目次



■ 事業所名及び代表者名 株式会社木村組　　代表取締役　木村紘一

■ 所在地（本社・倉庫） 〒421-0421

静岡県牧之原市細江１５６３番地

■ 環境管理責任者 営業部長辻川喜弘

■ 連絡先 ℡：0548-22-1315　　Fax：0548-22-1316　　✉：soumu@kimura-gumi.co.jp

■ 事業内容及び許可番号 建設業（土木工事、建築工事、解体工事）

特定建設業許可　静岡県知事許可(特-30)第1404号

土木、建築、大工、とび・土工、コンクリート、屋根、舗装、しゅんせつ

塗装、防水、水道施設、解体工事業

産業廃棄物収集運搬業  静岡県許可番号第02201155283号

(自社運搬のみ）

■ 事業規模 資本金 20,000千円

年間完工高 647,130千円

会社設立

事業年度 期首6月　期末5月

従業員数 9名

■ EA21対象組織及び活動範囲 株式会社木村組の全体組織及び全事業活動とする

（本社・倉庫、資材置場、工事現場）

昭和28年2月18日

1.事業概要



・環境目標達成に必要な資源（人・物・資金）を調達する。

・経営における課題とチャンスの明確化

・環境経営方針の策定

・EA21実施報告を評価し、及び必要に応じ見直し指示をする。

・EA21マネジメントシステム構築及び運用の実施責任者である。

・環境目標及び環境活動計画を策定する。

・組織の環境活動を、指揮監督する。

・組織の環境活動が、定められた環境目標を達成できるかを監視する。

・EA21実施報告を代表者に報告する。

・文書作成等において、環境管理責任者の補助を行う。

・記録作成等において、環境管理責任者の補助を行う。

・負荷チェックの集計を行う。

・EA21マネジメントシステムへの理解。

・各個人における環境活動の実施。

・建設現場における、実施責任者である。

・協力業者への指揮監督を行う。

全 社 員

建設現場責任者

組織名

代 表 者

役　　　　　　　割

環境管理責任者

EA21 事 務 局

2.実施体制

【代表者】

【環境管理責任者】

【緊急時対応責任者】
辻 川 喜 弘

【EA２１事務局】

木 村 紘 子

本   社（全社員） 建設現場責任者



■ 企業理念

　私たち株式会社　木村組は、『信頼される企業・社会貢献の精神』を社是として、顧客満足度の高い品質の提供を行うと共に

環境保全の重要性を認識し、事業を通じて環境負荷の低減と資源のリサイクル活動の積極的な推進を図り、取引先の信用と社会的

責任を果たし社会に貢献します

■ 環境経営方針

当社は、環境理念に基づいた以下の基本方針を定め、継続的な環境経営を展開します

１ 顧客の要求する品質と性能を確保した提供に取り組みます

➀ 土木・農林土木工事成績評定点の目標に取り組みます

② 優良工事表彰の獲得に取り組みます

③ 契約工期　1週間前の 施工完了に取り組みます

④ 労災事故及び公衆災害の防止に取り組みます

２ 二酸化炭素排出量・廃棄物排出量・水使用量等の削減に取り組みます

➀ 電力・ガソリン・軽油の使用量の削減に取り組みます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

② 産業廃棄物の３Ｒ活動に取り組みます

③ 節水による水使用量の削減に取り組みます

④ 化学物質使用量については適正使用量を遵守します

⑤ 自らが施工・販売・提供する製品の環境性能の向上及びサービスの改善に取組みます

３ 環境関連法規等の遵守

４ 環境コミュニケーションの実施　　　　　　　　　 制定：平成23年10月20日

➀ 環境方針及び環境活動レポートの公表します 改訂：令和3年6月1日

② 地域ボランティア活動への積極的な参加いたします 株式会社 木村組

③ 社内において全社員に環境方針を周知させて取り組みます 代表取締役　木村紘一

3.環境経営方針



■ 環境目標を平成29年度（66期）の実績を基に下記の様に定め推進する。

■購入電力については本社電力のみとする。現場購入電力については受注工事の規模･施工方法等により大幅な増減となり、毎年１％づつ削減していく

目標値との整合が難しいためチェック表のみの記載とする

■再資源化率は68期以降再生資源比率の適正な数値へ修正し95％以上の目標とする

■化学物質は使用していない
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-
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66期実績

144,819
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※1 購入電力の二酸化炭素排出係数は中部電力2017年度の0.472Kg-Co/kwhを使用した
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4.環境経営目標

※1  



6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月担当者･実施者活動内容項目

電灯スイッチに節電喚起の表示を貼る 辻川喜弘

二酸化炭素排出量の削減
仕事に不要な箇所の照明を消す 全社員

ＯＡ機器を省エネモードに切り替える 全社員

広幅コピーは使用時以外は主電源を切る 木村紘子

全社員

タイヤの適正空気圧の確認 全社員

急発進・急加速の防止 全社員

現場代理人

過積載の禁止 現場代理人

コピーにリセット喚起の表示を貼る 辻川喜弘

辻川喜弘

洗車等の節水実施 全社員

使用可能の封筒のリサイクル奨励 全社員

ミスコピー紙のリサイクル(ﾒﾓ紙等に)奨励 全社員

産業廃棄物の分別処分の徹底 現場代理人

現場代理人

地域清掃ボランティア活動への積極的な参加

自らが生産･販売･提供する製品の
環境性能の向上及び
サービスの改善

工事評価点のＵＰ

基礎砕石については、可能な限りリサイクル砕石を使用する 現場代理人

下層路盤材については、可能な限り再生路盤材を使用する 現場代理人

静波海岸の清掃他ボランティアに継続して参加する（実施のあった都度） 全社員

契約書類の正確な処理を行う 総務部

着工前検討会 安全講習を行う 全社員

化石燃料の使用量削減

産業廃棄物排出量の削減

水使用量の削減

手洗時の節水実施

建設廃棄物のマニフェスト管理の実施

漏水の点検実施

建設機械のアイドリングストップの徹底

カーエアコンの使用を控える

全社員

5.環境経営計画【期間：令和3年6月1日～令和4年5月31日】



6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月項目 活動内容 担当者･実施者

二酸化炭素排出量の削減

電灯スイッチに節電喚起の表示を貼る 辻川喜弘

仕事に不要な箇所の照明を消す 全社員

ＯＡ機器を省エネモードに切り替える 全社員

広幅コピーは使用時以外は主電源を切る 木村紘子

化石燃料の使用量削減

カーエアコンの使用を控える 全社員

タイヤの適正空気圧の確認 全社員

急発進・急加速の防止 全社員

建設機械のアイドリングストップの徹底 現場代理人

過積載の禁止 現場代理人

産業廃棄物排出量の削減

コピーにリセット喚起の表示を貼る 辻川喜弘

使用可能の封筒のリサイクル奨励 全社員

ミスコピー紙のリサイクル(ﾒﾓ紙等に)奨励 全社員

産業廃棄物の分別処分の徹底 現場代理人

建設廃棄物のマニフェスト管理の実施 現場代理人

水使用量の削減

漏水の点検実施 辻川喜弘

洗車等の節水実施 全社員

手洗時の節水実施 全社員

地域清掃ボランティア活動への積極的な参加 静波海岸の清掃他ボランティアに継続して参加する（実施のあった都度） 全社員

工事評価点のＵＰ
契約書類の正確な処理を行う 総務部

着工前検討会 安全講習を行う 全社員

自らが生産･販売･提供する製品の
環境性能の向上及び
サービスの改善

基礎砕石については、可能な限りリサイクル砕石を使用する 現場代理人

下層路盤材については、可能な限り再生路盤材を使用する 現場代理人

6.次年度環境経営計画【期間：令和4年6月1日～令和5年5月31日】



■実施期間 70期（令和3年6月1日～令和4年5月31日）

現場使用の電気量については、建設工事の施工概要によりエネルギー使用量の増減が大きく変化するため環境に配慮した作業方法、

環境対策、工法等を着工前会議等で確認を行い環境対策に取り組んでいきたい。

※１ 情報共有システムの活用により、書類の提出業務が減り大幅な削減となった、またコロナ禍によりリモートでの講習等で移動が減った
※２ 汚れのある廃プラは焼却処分となり再資源化ができなかったため
※３ 工事評点の加点が少なく評価点ＵＰとならなかった、社内基準の見直しを行い改善対策を検討
■ 一般廃棄物、水使用量については前年に引き続き目標を大幅に上回る結果であり意識の定着がみられる
■ 購入電力については本社電力のみとする。現場購入電力については受注工事の規模･施工方法等により大幅な増減となり、

毎年１％づつ削減していく目標値との整合が難しいためチェック表のみの記載とする

地域貢献
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7.環境経営目標実績



ＣＯ２排出量

7-1.環境経営目標実績グラフによる分析
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取組内容の評価 次年度の取組内容

継続して実施するR3.11.14 細江前海岸清掃実施

継続して実施する節電喚起の表示等の実施によって
２Ｆ事務所･会議室等不要な箇所の消灯
離席時の消灯の意識が定着してきてい
る。２Ｆ通路の照明は人感センサーライ
トに変更し不要な電力削減になった。

継続して実施する
建設工事の施工概要によりエネルギー使
用量の増減が大きく変化するため環境に
配慮した作業方法、環境対策、工法等を
着工前会議等で確認を行い環境対策に取
り組んでいきたい。

各自 化石燃料削減を意識した運転に取
り組んでいる。
建設機械の過積載の禁止も徹底できてい
る。

継続して実施する設計書に従い可能な限り実施

継続して実施する事務所及び作業所ともに分別処分の徹
底、リサイクルへの取組が行われてい
る。

継続して実施する契約書の不備がなくスムーズな契約がで
きた。着手前検討会及び安全講習を行い
品質向上となった。

○

下層路盤材については、可能な限り再生路盤材を使用する ○

継続して実施する漏水の点検　1月、5月に実施済み

各自節水に取り組めている

地域清掃ボランティア活動への積極的な参加 静波海岸の清掃他ボランティアに継続して参加する（実施のあった都度） ○

○

工事評価点のＵＰ
契約書類の正確な処理を行う ○

着工前検討会 安全講習を行う ○

自らが生産･販売･提供する製品の環境性能
の向上及び
サービスの改善

基礎砕石については、可能な限りリサイクル砕石を使用する

水使用量の削減

漏水の点検実施 ○

洗車等の節水実施 ○

手洗・食器洗時の節水実施

産業廃棄物排出量の削減

コピーにリセット喚起の表示を貼る ○

使用可能の封筒のリサイクル奨励 ○

ミスコピー紙のリサイクル(ﾒﾓ紙等に)奨励 ○

産業廃棄物の分別処分の徹底 ○

建設廃棄物のマニフェスト管理の実施 ○

化石燃料の使用量削減

カーエアコンの使用を控える ○

タイヤの適正空気圧の確認 ○

急発進・急加速の防止 ○

建設機械のアイドリングストップの徹底 ○

過積載の禁止 ○

項目 活動内容 実施状況

二酸化炭素排出量の削減

電灯スイッチに節電喚起の表示を貼る ○

仕事に不要な箇所の照明を消す ○

ＯＡ機器を省エネモードに切り替える ○

広幅コピーは使用時以外は主電源を切る ○

8.取組結果とその評価・次年度の取組内容



■ 二酸化炭素排出量の削減 ■ エコドライブ10箇条の遂行 ■新規購入 建設機械

法定速度の厳守 　第３次排出ガス対策型、低騒音型

人感センサー付き照明に

変更し、不要な電力を

削減。

退出時の消し忘れ防止

■ 化石燃料の使用量削減

過積載の禁止

8-1.環境目標への取組状況①



■ 産業廃棄物排出量の削減

工事作業所　産業廃棄物の分別収集

事務所・各現場事務所で廃棄物の分別を実施

8-1.環境経営目標への取組状況②



■ 工事評価点のUPへの取組

着工前会議及び安全講習 （着工前検討会：都度　安全講習：毎月25日前後）

■安全パトロール報告

店社安全衛生管理者のパトロール報告

■営業報告

入札・落札等の報告

配置技術者の確認

■現場進捗状況報告

各現場代理人の報告(進捗状況等）

■工事完了報告

■総務部連絡事項

8-1.環境目標への取組状況③



■ 地域清掃ボランティア活動への積極的な参加

令和3年11月14日（日）

細江前海岸清掃活動へ参加

8-1.環境経営目標への取組状況④



・車両・重機、工具の日常点検を行う

・エコドライブ10箇条の遂行、法定速度の厳守

・ＫＹ活動

・作業時は、周囲の状況・状態を十分に調査し、危険個所、危険物・有害物・燃焼物並びに環境汚染

　を受ける物がないか確認する

・過積載・荷崩れ等がないように確認を行うこと

・重機作業時は作業範囲近くに有害物・危険物はないか、上空に配線配管・構造物はないか、地中に

　埋設物・埋設配管がないか等、十分に調査した上で省エネ運転で作業を行う

・作業時は周囲の状況を十分に把握し、環境汚染が起こらない養生と起こった時にすぐに対処できる

　よう、対応資材・工具当を作業場に置く

■事故発生時の手順

交通事故発生時及び現場作業事故発生時に人命救助はもとより、環境汚染につながる恐れのある状態を避
けるため、緊急対応を適切かつ迅速に行う連絡・確認・緊急処理の方法を定める。

■準備

■目的

◎飛散物・流出物が環境被害を拡大する

飛散物・流出物の確認

対応方法状況確認事項状況・状態の把握

◎事故の状況を把握、判断

◎人命の状況を確認

◎会社に連絡

◎被害者が怪我、意識がない

→消防署(救急車を呼ぶ）

◎有害ガス､液体、火災の危険

→消防署へ連絡

◎被害者家族へ連絡

　恐れがないか ◎会社へ連絡

◎関連機関・警察署へ連絡

◎周囲の状況を確認

車両･重機の確認

◎被害者・車両・周囲の構造物の状態確認

◎有害ガス･有害液体･爆発物の危険性はないか

◎被害者にケガはないか、意識はあるか

9.環境上の緊急事態への準備及び対応及び手順

事故発生



■ 実施日時 ■ 手順書の有効性評価

■ 実施場所 現場事務所 手順書の変更（　有　・　無　）

■ 参加者 現場監督、下請負会社（㈲松豊土木、㈲粂田建設） 重機は取り扱い方を間違えると、大事故につながる可能性

■ 訓練内容 現場設置の重機転倒への事前対応の実施 もあるため注意が必要であり日常の点検及び訓練により

作業員をはじめ 全関係者がしっかりと安全意識を持ち、事

故を防ぐ行動をすることを確認

各作業所ごとに緊急時対応を掲示

危険箇所の確認 作業時及び重機作業時の確認

令和3年9月27日

現場事務所にて緊急時対応の確認

9-1.緊急事態の対応に関する訓練の実施
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　 環境関連法規等の取りまとめ・遵守状況

●環境関連法規への違反は有りません

●現在まで、いずれの法規においても過去３年間に関係諸機関からの指導・違反等の指摘は無く、訴訟等もありません。

市町条例 4条 〇

再生資源、物品の利用
パソコン

4条
リサイクル法
(資源の有効な利用の促進に関する法律

〇

労働安全衛生法 健康の保持増進のための措置 65条の2 有害な業務を行う作業場では、必要な作業環境測定を行い、その結果の記録をとる

材料使用の合理化及び資源再生

指定する方法によりごみ収集に協力

「○」：遵守
「－」：今年度は該当なし

〇

分別容器の設置

〇家電リサイクル法

エアコンの点検　３か月に一回　　廃棄時のフロン回収処理16条フロン排出抑制法 〇

廃棄時に適正に処理

第一種特定製品の管理者の役割

第２条第４項

浄化槽法

対象特定建設作業の届出

対象特定建設作業の届出 －

－

〇

振動規制法

騒音規制基準の遵守

振動規制基準の遵守

定期清掃（1回/年） 年4回の点検記録（1月、４月、７月、10月） 法定検査（11条）

騒音規制法 14条

10条､11条浄化槽管理者に浄化槽の維持管理の為保守点検の実施
並びに法定検査の義務付け法定検査(第11条)の実施(1回/年)

〇8条
自動車リサイクル法
(使用済自動車の再資源化等に関する法律)

14条

車輌入替時、適正に処理

－

〇

〇

〇

○
建設リサイクル法
（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

建築工事届の提出

確認済であることの表示板の提示

15条

89条、102条
建築基準法

対象建築工事の分別解体、

および再資源化の義務付け

建築基準法の遵守

マニフェスト伝票の交付

処理業者との委託契約

分別、再資源化の適正処理

現場における標識の掲示、
9条,16条,33条

多量廃棄物排出報告書の届出

マニフェストの確認

○都度、伝票の発行　●引渡した日から3日以内に、ﾏﾆﾌｪｽﾄ情報をJWNETに登録

法律 ・ 条例 ・ 規則

廃棄物処理法
（廃棄物の処理および清掃に関する法律)

処理委託先の実地確認とその記録

産業廃棄物責任者を置く
　産業廃棄物の適正な処理静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例

業廃棄物の前年度の発生量が合計1,000トン以上の場合届出書の提出(届出6月末)

○処理終了後確認し、Ａ票の照合確認欄に返却日を記載　●JWNETから終了報告の通知にて確認

○１年間の実績を作成し知事宛に報告　●JWNETが県に報告する。　報告不要

○Ａ．Ｂ２．Ｄ．Ｅ票を５年間保管　●ﾏﾆﾌｪｽﾄの保存不要。JWNETが保存

第12条の2

第12条の3

第１２条

マニフェスト伝票の交付状況報告

マニフェスト伝票の保管

辻川喜弘確認者： 遵守確認日： 令和4年7月1日
遵守
状況

具体的確認内容
○紙ﾏﾆﾌｪｽﾄ●電子ﾏﾆﾌｪｽﾄ（※JWNET：情報処理ｾﾝﾀｰ）

契約書の締結・許可証の確認

条項要求事項 ・ 責務

10.環境関連法規等の遵守状況のチェック結果



■ 対象期間 令和3年6月1日～令和4年5月31日

：

：

：

：

：

：

：

実施日：令和4年6月1日

株式会社木村組　代表取締役　木村紘一

環境経営活動計画・取組項目

環境に関する組織4

その他

全体評価コメント
（環境経営システムの有効性、環境への取組の適切性等）

問題点の是正・予防処置の実施状況

２
．
代
表
者
に
よ
る
全
体
評
価
・
見
直
し
指
示

7

1
.
見
直
し
関
連
情
報

5

6

8

見直し項目

6

その他（外部への対応等）

1

2

3

環境経営目標

その他のシステム要素

無し無

項目

環境経営方針

EA21文書

環境経営目標及び目標達成状況

環境経営活動計画及び取組実施状況

環境関連法要求一覧及び遵守状況4

5 外部コミュニケーション・対応記録

1

2

3

取引先、業界、関係行政機関その他の外部動向

無 無し

変更の
必要性

目標の達成に向け、社員一同の努力と環境への意識が感じられる。
工事の着工前検討会及び安全講習を定期的に行い、施工方法、使用機械等の検討を十分に行い
高い品質の提供と環境負荷の低減を継続して行うこと。
重点改善項目である「工事評価点ＵＰ」は未達であり、自社の強みである技術力で顧客満足度の高い品質の提供
を行えるよう努力を続けること。

確認：（必要に応じて評価・コメント記載）

「有」の場合の指示事項等

無し

無し

無し

無し

無

無

無

無

11.代表者による全体評価と見直し


